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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　弁シート部が形成された弁座部材と、該弁シート部と接離する弁本体と、を備えた絞り
弁装置であって、
　前記弁座部材と弁本体との間には、前記弁本体が弁シート部と当接した状態において、
前記弁座部材と弁本体との間を流体が通過する流体流路が形成されており、
　前記流体流路の少なくとも一部には、その上流から下流に向かって断面積が連続的に小
さくなるように形成された断面縮小部が形成されているとともに、
　前記流体流路の下流には、前記流体流路を通過した流体を案内する流体案内部が形成さ
れ、
　前記流体流路が、前記弁シート部に形成された溝と、前記弁本体の外周面とによって構
成され、
　前記流体案内部が、前記流体流路の断面縮小部の最小流路断面積以上の流路断面積を有
するように形成されていることを特徴とする絞り弁装置。
【請求項２】
　前記流体流路が、複数形成されていることを特徴とする請求項１に記載の絞り弁装置。
【請求項３】
　前記流体案内部が、前記複数形成された流体流路に対応して各々形成されていることを
特徴とする請求項２に記載の絞り弁装置。
【請求項４】
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　前記流体流路の全体が、その上流端から下流端に向かって断面積が連続的に小さくなる
ように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の絞り弁装置。
【請求項５】
　前記流体案内部が、
　前記弁本体の下端外周面と、流体案内部の外周面とのなす角度αと、前記弁本体の下端
外周面と、弁座部材の内周面とのなす角度βとした時に、
　０＜α≦βとの関係を満たすように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の
絞り弁装置。
【請求項６】
　前記流体案内部が、弁本体下部に突設した流体案内突部から構成されていることを特徴
とする請求項１から５のいずれかに記載の絞り弁装置。
【請求項７】
　前記流体案内部が、弁本体下部に形成した流体案内溝部から構成されていることを特徴
とする請求項１から６のいずれかに記載の絞り弁装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絞り弁装置に関し、より詳細には、除湿機能を備える空気調和機に用いられ
て好適な絞り弁装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　除湿機能を備える空気調和機として、室内熱交換器が２分割され、その２つの室内熱交
換器間に弁閉状態で膨張弁となる絞り弁装置が配置されている空気調和機が知られている
。この除湿機能を備える空気調和機では、除湿運転時において、冷媒が絞り弁装置の狭い
流体流路を通過して減圧されるようになっている。
【０００３】
　そして、２分割された室内熱交換器の内、上流側の室内熱交換器が凝縮器、下流側の室
内熱交換器が蒸発器として作用し、下流側の室内熱交換器によって室内空気を冷却・除湿
するとともに、上流側の室内熱交換器によって室内空気を加熱することで、温度を下げず
に室内空気の除湿を行うことができるようになっている。
【０００４】
　上述したような除湿機能を備える空気調和機では、除湿運転時において、液体と気体と
が混ざり合った気液混合状態の冷媒が絞り弁装置に流入する。この際、冷媒中には気泡が
含まれており、この冷媒中の気泡が流体流路を通過した直後に膨張破裂することで、耳障
りな冷媒通過音が発生する。このような冷媒通過音は冷媒流量が増加するにつれてより顕
著に発生する。
【０００５】
　このような冷媒通過音を低減するため、従来、絞り弁装置に例えば焼結金属などからな
る多孔質部材を配置し、この多孔質部材を冷媒が通過するように構成された絞り弁装置（
フィルター方式の絞り弁装置）が、例えば特許文献１、２などに開示されている。
【０００６】
　図１２は、特許文献１（特開２００５－２４１６１号公報）、特許文献２（特開２００
４－３７９３号公報）などに開示されている従来のフィルター方式の絞り弁装置の一部を
示した断面図である。
　この従来のフィルター方式の絞り弁装置１００は、図１２に示したように、ハウジング
１０６の内部に弁座部材１１０が固定されているとともに、ハウジング１０６の上方側に
は、上下移動可能に構成された弁本体１２０が収容されている。
　図１２に示した状態では、弁本体１２０が下方に移動し、その外周面１２０ａが弁座部
材１１０の弁シート部１１０ａと当接して、弁ポート１１２が弁本体１２０によって閉止
された弁閉状態となっている。
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【０００７】
　また、弁本体１２０の内部には、通過する冷媒を減圧する流体流路１３０が形成されて
いる。そして、この流体流路１３０の上下には、多孔質部材で形成された多孔体１２３、
１２５が配置されている。
【０００８】
　また、弁本体１２０の外周には、多孔質部材で形成されたフィルター１２１が配置され
ている。このフィルター１２１は、上述した多孔体１２３、１２５よりも孔径が小さい多
孔質部材によって形成されており、冷媒中に存在する固形の混入物を除去できるようにな
っている。
【０００９】
　このような構成からなる従来のフィルター方式の絞り弁装置１００は、弁閉状態におい
て、図中の矢印で示したように、第１の入出口ポート１０２からハウジング１０６で画成
される弁室１０８Ａ内に流入した冷媒が、フィルター１２１、連絡路１３２、多孔体１２
３、流体流路１３０、多孔体１２５を通過して、第２の入出口ポート１０４へ流出するよ
うになっている。
　そして、主として流体流路１３０で減圧が行なわれるとともに、フィルター１２１、お
よび多孔体１２３、１２５によって、冷媒に混入している気泡を微細化し、これにより冷
媒通過音を低減できるようになっている。
【００１０】
　また、上述したフィルター方式とは異なる方式の絞り弁装置として、弁座部材の弁シー
ト部に溝を形成し、この溝を流体流路として構成した絞り弁装置（溝方式の絞り弁装置）
において、冷媒通過音を低減するために、溝の数や形状等に変更を加えた絞り弁装置が、
例えば、特許文献３～７に開示されている。
【００１１】
　ここで、図１３は、特許文献３～７などに開示されている従来の溝方式の絞り弁装置の
一部を示した断面図、図１４（Ａ）は、図１３のａ部を拡大して示した拡大断面図、図１
４（Ｂ）は、図１４（Ａ）のｂ－ｂ線における断面図、図１４（Ｃ）は、図１４（Ａ）の
ｃ－ｃ線における断面図である。
【００１２】
　この従来の溝方式の絞り弁装置２００は、図１３に示したように、ハウジング２０６の
内部に弁座部材２１０が固定されているとともに、ハウジング２０６の上方側には、上下
移動可能に構成された弁本体２２０が収容されている。
【００１３】
　そして、図１３に示した状態では、弁本体２２０が下方に移動し、その外周面２２０ａ
が弁座部材２１０の弁シート部２１０ａと当接して、弁ポート２１２が弁本体２２０によ
って閉止された弁閉状態となっている。
【００１４】
　また、弁座部材２１０の弁シート部２１０ａには、溝２３０が形成されている。この溝
２３０は、図１３に示した弁閉状態において、冷媒が通過する流体流路２３０Ａとして機
能する。また、溝２３０は、図１４（Ｂ）および図１４（Ｃ）に示したように、断面略Ｖ
字状に形成されており、その断面形状は、上流端２３０ｂから下流端２３０ｃに至るまで
同じ断面形状に形成されている。
【００１５】
　なお、図１４（Ａ）の矢印２３２は、溝２３０を通過した冷媒の流路方向を示している
。この矢印２３２は、上流端２３０ｂにおける溝２３０の断面の中心２３２ｂと、下流端
２３０ｃにおける溝２３０の断面の中心２３２ｃとを通過する直線上に位置している。
【００１６】
　このような構成からなる従来の溝方式の絞り弁装置２００は、図１３の矢印で示したよ
うに、第１の入出口ポート２０２からハウジング２０６で画成される弁室２０８Ａ内に流
入した冷媒が、上述した流体流路２３０Ａを通過する際に減圧され、減圧された冷媒が第
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２の入出口ポート２０４へ流出するようになっている。
【００１７】
　この際、特許文献４（特開２００４－１５０５８０号公報）に開示されている絞り装置
では、所定数以上の流体流路２３０Ａを形成し、流体流路２３０Ａを通過する冷媒の運動
エネルギーを分散させることで、冷媒通過音を低減させるようになっている。
【００１８】
　また、特許文献５（特開２００４－１８３９５０号公報）に開示されている絞り装置で
は、流体流路２３０Ａの内面に微細な凹凸などからなる気泡破壊手段を設け、この気泡破
壊手段によって冷媒に混入している気泡を微細化し、冷媒通過音を低減させるようになっ
ている。
【００１９】
　また、特許文献６（特開２００７－３２７５５１号公報）、特許文献７（特開２００９
－１４４８９３号公報）に開示されている絞り装置では、所定の深さの流体流路２３０Ａ
を複数列並設し、流体流路２３０Ａを通過する冷媒の運動エネルギーを分散させることで
、冷媒通過音を低減させるようになっている。
【００２０】
　さらに、特許文献８（特許第４８１２１９９号公報）には、常時開弁状態で通電時閉弁
状態となるように構成した電磁弁において、弁内部を流れる流体の力により非通電時にも
関わらず、弁体が弁座部材に向って引き込まれることがなく、開弁状態を維持するように
した構成が提案されている。
【００２１】
　すなわち、図１５の概略図に示したように、特許文献８の電磁弁３００では、弁座シー
ト部材３０２の位置を、入口側パイプ３０６の中心軸線Ｏに近づけることによって、圧力
損失を低下させ、これにより、流体の流量が多い場合や、圧力差によっても、弁体３０８
が弁座部材３０４に向って引き込まれることがなく、開弁状態を維持できるように構成さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】特開２００５－２４１６１号公報
【特許文献２】特開２００４－３７９３号公報
【特許文献３】特開平１１－５１５１４号公報
【特許文献４】特開２００４－１５０５８０号公報
【特許文献５】特開２００４－１８３９５０号公報
【特許文献６】特開２００７－３２７５５１号公報
【特許文献７】特開２００９－１４４８９３号公報
【特許文献８】特許第４８１２１９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　ところで、上述したフィルター方式の絞り弁装置１００は、冷媒通過音を低減する効果
が大きく、高い静音性を有するものの、部品点数が多く、コストが高いとの問題があった
。また、冷媒がフィルター１２１などの多孔質部材の細孔を通過するため、冷媒中に存在
する固形の混入物がこの細孔に詰まってしまい、長期間の使用において、絞り弁装置１０
０における冷媒流量が変化するというおそれがあった。
【００２４】
　また、上述した溝方式の絞り弁装置２００は、フィルター方式の絞り弁装置１００と比
べて、構造が簡素で、低コストで製造可能であるものの、冷媒通過音を低減する効果は低
く、所望の騒音レベルにまで冷媒通過音を低減させることは難しかった。
【００２５】
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　さらに、特許文献８の電磁弁３００では、弁座シート部材３０２の位置を、入口側パイ
プ３０６の中心軸線Ｏに近づける構造とするために、弁座シート部材３０２の位置設定の
自由度がなくなり、また弁体３０８の位置設定の自由度もなくなることになる。
【００２６】
　本発明は、上述したような従来技術の課題に鑑みなされた発明であって、弁座シート部
材と弁体の位置設定の自由度を保ちながら、構造が簡素で、低コストで製造可能であると
ともに、高い静音性を有する絞り弁装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本発明は、上述した目的を達成するために発明されたものであって、
　本発明の絞り弁装置は、
　弁シート部が形成された弁座部材と、該弁シート部と接離する弁本体と、を備えた絞り
弁装置であって、
　前記弁座部材と弁本体との間には、前記弁本体が弁シート部と当接した状態において、
前記弁座部材と弁本体との間を流体が通過する流体流路が形成されており、
　前記流体流路の少なくとも一部には、その上流から下流に向かって断面積が連続的に小
さくなるように形成された断面縮小部が形成されているとともに、
　前記流体流路の下流には、前記流体流路を通過した流体を案内する流体案内部が形成さ
れ、
　前記流体流路が、前記弁シート部に形成された溝と、前記弁本体の外周面とによって構
成され、
　前記流体案内部が、前記流体流路の断面縮小部の最小流路断面積以上の流路断面積を有
するように形成されていることを特徴とする。
【００２８】
　このような断面縮小部が、流体流路の少なくとも一部に形成されていれば、流体がこの
断面縮小部を通過する際に、流体中に含まれる気泡が微細化されるため、流体通過音を低
減することができる。
【００２９】
　このように、流体流路が弁シート部に形成されている溝と、弁本体の外周面とによって
構成されていれば、流体流路を単純な構造で構成することができる。
【００３１】
　このような流体案内部が、流体流路の下流に各々形成されていれば、流体流路を通過し
た流体同士が直接衝突するのを防ぐことができるため、流体通過音を低減することができ
る。
【００３２】
　また、本発明の絞り弁装置は、前記流体流路が、複数形成されていることを特徴とする
。
【００３３】
　このように構成することで、流体流路の少なくとも一部に断面縮小部が形成されるとと
もに、流体流路の下流には流体案内部が形成されているため、断面縮小部によって気泡が
微細化される効果と、流体案内部によって、流体同士が直接衝突するのを防ぐことができ
る効果とが相まって、流体通過音をより低減することができる。
【００３４】
　また、フィルター式の絞り弁装置のように、多孔質部材などを用いる必要がないため、
構造が簡素で、低コストで製造可能な絞り弁装置を提供することができる。
【００３５】
　また、本発明の絞り弁装置は、前記流体案内部が、前記複数形成された流体流路に対応
して各々形成されていることを特徴とする。
【００３６】
　このような流体案内部が、複数の流体流路の下流に各々形成されていれば、流体流路を
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通過した流体同士が直接衝突するのを防ぐことができるため、流体通過音を低減すること
ができる。
【００３７】
　また、本発明の絞り弁装置は、前記流体流路の全体が、その上流端から下流端に向かっ
て断面積が連続的に小さくなるように形成されていることを特徴とする。
【００３８】
　このように、流体流路の全体が、上述した断面縮小部として構成されていれば、限られ
た流体流路の長さの中で、流体中に含まれる気泡の微細化がスムーズに行われ、より高い
流体通過音の低減効果が発揮される絞り弁装置とすることができる。
【００３９】
　また、本発明の絞り弁装置は、
　前記流体案内部が、
　前記弁本体の下端外周面と、流体案内部の外周面とのなす角度αと、前記弁本体の下端
外周面と、弁座部材の内周面とのなす角度βとした時に、
　０＜α≦βとの関係を満たすように形成されていることを特徴とする。
【００４０】
　このように構成することによって、流体流路を通過した流体が、流体案内部によって流
体同士が直接衝突しないように案内され、流体同士の衝突による流体通過音（異音、騒音
）をより効果的に低減することができる。
【００４３】
　また、本発明の絞り弁装置は、前記流体案内部が、弁本体下部に突設した流体案内突部
から構成されていることを特徴とする。
【００４４】
　このように構成することによって、流体流路を通過した流体が、弁本体下部に突設した
流体案内突部によって流体同士が直接衝突しないように案内され、流体同士の衝突による
流体通過音（異音、騒音）をより効果的に低減することができる。
【００４５】
　また、流体案内突部を弁本体下部に突設するように、弁本体と一体に形成するだけでよ
いので、本発明の絞り弁装置をより簡素な構造とすることができ、コストを低減すること
ができる。
【００４６】
　また、本発明の絞り弁装置は、前記流体案内部が、弁本体下部に形成した流体案内溝部
から構成されていることを特徴とする。
【００４７】
　このように構成することによって、流体流路を通過した流体が、弁本体下部に形成した
流体案内溝部によって流体同士が直接衝突しないように案内され、流体同士の衝突による
流体通過音（異音、騒音）をより効果的に低減することができる。
【００４８】
　また、流体案内溝部を弁本体下部に弁本体下部に形成するだけでよいので、本発明の絞
り弁装置をより簡素な構造とすることができ、コストを低減することができる。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明によれば、構造が簡素で、低コストで製造可能であるとともに、高い静音性を有
する絞り弁装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１は、除湿機能を備える空気調和機を示したブロック図である。
【図２】図２は、本発明の絞り弁装置が弁開状態にある状態を示した断面図である。
【図３】図３は、本発明の絞り弁装置が弁閉状態にある状態を示した断面図である。
【図４】図４は、本発明の絞り弁装置の弁座部材を示した斜視図である。
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【図５】図５（Ａ）は、図３のａ部を拡大して示した拡大断面図、図５（Ｂ）は、図５（
Ａ）のｂ－ｂ線における断面図、図５（Ｃ）は、図５（Ａ）のｃ－ｃ線における断面図で
ある。
【図６】図６は、流体流路３０Ａを冷媒が通過している状態を概念的に示した図である。
【図７】図７は、本発明の流体流路の変形例を説明するための拡大断面図である。
【図８】図８は、本発明の絞り弁装置が弁閉状態にある状態を示した部分拡大断面図であ
る。
【図９】図９は、本発明の別の実施例の絞り弁装置１の部分拡大断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の別の実施例の絞り弁装置１の部分拡大断面図である。
【図１１】図１１は、本発明の別の実施例の絞り弁装置１の部分拡大断面図である。
【図１２】図１２は、従来のフィルター方式の絞り弁装置の一部を示した断面図である。
【図１３】図１３は、従来の溝方式の絞り弁装置の一部を示した断面図である。
【図１４】図１４（Ａ）は、図１３のａ部を拡大して示した拡大断面図、図１４（Ｂ）は
、図１４（Ａ）のｂ－ｂ線における断面図、図１４（Ｃ）は、図１４（Ａ）のｃ－ｃ線に
おける断面図である。
【図１５】図１５は、特許文献8と同様な電磁弁の部分拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいてより詳細に説明する。
　図１は、除湿機能を備える空気調和機を示したブロック図である。図２および図３は、
本発明の絞り弁装置を示した断面図であり、図２は弁開状態における断面図、図３は弁閉
状態における断面図である。また、図４は、本発明の絞り弁装置の弁座部材を示した斜視
図である。
【００５２】
　本発明の絞り弁装置１は、図１に示したような除湿機能を備える空気調和機５０に好適
に用いられる。
　この空気調和機５０は、図１に示したように、圧縮機５２と、室外熱交換器５４と、膨
張弁５６と、第１の室内熱交換器５８Ａと、第２の室内熱交換器５８Ｂと、四方弁６０と
が、それぞれ冷媒配管を介して環状に接続されることで構成されている。
　そして、圧縮機５２において吸引圧縮されて冷媒配管を循環する冷媒が、室外熱交換器
５４、第１の室内熱交換器５８Ａ、および第２の室内熱交換器５８Ｂなどで熱交換される
ことで、室内の空気を暖房、冷房、および除湿できるように構成されている。
　なお、四方弁６０は、暖房運転時および冷房・除湿運転時とで、冷媒の循環方向を切り
換えるために配置されている。
【００５３】
　本発明の絞り弁装置１は、この空気調和機５０の第１の室内熱交換器５８Ａと第２の室
内熱交換器５８Ｂとの間に配置されている。
　この空気調和機５０は、冷房・除湿運転時には、図中の矢印で示した方向に冷媒が流れ
るようになっている。そして、絞り弁装置１は、冷房運転時には、後述する図２に示した
ような弁開状態となり、除湿運転時には後述する図３に示したような弁閉状態となるよう
に構成されている。
【００５４】
　本発明の絞り弁装置１は、図２および図３に示したように、略円筒状のハウジング６の
内部下方に弁座部材１０が固定されており、このハウジング６、および弁座部材１０によ
って弁室８Ａが画成されている。そして、ハウジング６の側面の開口には第１の入出口ポ
ート２が嵌装されて、この弁室８Ａと接続している。また、ハウジング６の下方側からは
第２の入出口ポート４が挿入されている。この第２の入出口ポート４は、弁座部材１０の
下面に形成されている凹部に嵌装されて、弁座部材１０の中央部に形成されている弁ポー
ト１２に接続している。
【００５５】
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　また、弁座部材１０の弁ポート１２の上端部の内周面には、弁シート部１０ａが形成さ
れている。この弁シート部１０ａは、後述する弁本体２０の先端部の外周面２０ａが当接
する部分であり、弁本体２０の先端部の外周面２０ａと同じ傾きに形成されたテーパー状
に形成されている。
【００５６】
　また、ハウジング６の上方側には、弁本体２０が収容されている。この弁本体２０は、
その上端部において不図示のプランジャと結合されており、このプランジャの周囲には、
不図示の電磁コイル部が配置されている。そして、この電磁コイル部を通電状態または非
通電状態とすることで、プランジャが上方または下方に移動し、これとともに弁本体２０
も上方または下方に移動するように構成されている。
【００５７】
　なお、本発明において、弁本体２０を上下動される駆動機構は、上述した電磁式の駆動
機構に限定されず、例えば、電動式の駆動機構であってもよい。
　図２に示した状態では、弁本体２０が上方に移動して、弁ポート１２が開放された弁開
状態となっている。この図２に示した弁開状態では、図２中の矢印で示したように、第１
の入出口ポート２から弁室８Ａ内に流入した冷媒が、弁ポート１２を通過して、第２の入
出口ポート４へ流出する。
【００５８】
　一方、図３に示した状態では、弁本体２０が下方に移動して、弁座部材１０の弁シート
部１０ａと弁本体２０の外周面２０ａとが当接し、弁ポート１２が閉止された弁閉状態と
なっている。この図３に示した弁閉状態では、図３中の矢印で示したように、第１の入出
口ポート２から弁室８Ａ内に流入した冷媒が、弁座部材１０と弁本体２０との間に形成さ
れる流体流路３０Ａを通過し、減圧されて、第２の入出口ポート４へ流出する。
【００５９】
　また、図４に示したように、弁座部材１０の弁シート部１０ａには、溝３０が形成され
ている。そして、図３に示した弁閉状態において、この溝３０と弁本体２０の外周面２０
ａとで画成された部分が、冷媒が通過する上述した流体流路３０Ａとして機能するように
なっている。
【００６０】
　溝３０は、図４に示したように、弁座部材１０の弁シート部１０ａに略等間隔で複数形
成されている。また溝３０の断面形状は、断面略Ｖ字状に形成されている。また、この溝
３０は、後述するように、上流側から下流側に向かって溝の深さが連続的に浅くなるよう
に形成されている。
【００６１】
　本発明の絞り弁装置１において、溝３０の箇所数は特に限定されないが、複数の溝３０
が形成されている方が、１箇所当たりの冷媒流量を少なくすることができ、これにより冷
媒通過音も低減されるため、好ましい。また、複数の溝３０が略等間隔に形成されていれ
ば、１箇所当たりの冷媒流量を平準化することができるため、より好ましい。
【００６２】
　また、本発明の絞り弁装置１において、上述した溝３０の断面形状は特に限定されず、
上述したＶ字状の他に、例えば、半円状、半楕円状、三角形状、四角形状、台形状など、
種々の断面形状とすることが可能である。
【００６３】
　また、弁本体２０の先端部（下部）には、その外周から先端側に向かって略鉛直方向に
突設した本発明の流体案内部を構成する流体案内突部２２が形成されている。この流体案
内突部２２は、図３に示した弁閉状態において、流体流路３０Ａの下流で冷媒の流れを遮
るように位置し、後述するように、流体流路３０Ａから流出した冷媒を下向きに案内する
ように形成されている。
【００６４】
　次に、本発明の絞り弁装置１における流体流路３０Ａ、および流体案内突部２２の作用
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について、図５、図６を基に説明する。
　図５（Ａ）は、図３のａ部を拡大して示した拡大断面図、図５（Ｂ）は、図５（Ａ）の
ｂ－ｂ線における断面図、図５（Ｃ）は、図５（Ａ）のｃ－ｃ線における断面図である。
また、図６は、流体流路３０Ａを冷媒が通過している状態を概念的に示した図である。
【００６５】
　溝３０は、上述したように、断面略Ｖ字状に形成されており、上流側から下流側に向か
って溝の深さが連続的に浅くなるように形成されている。したがって、図５（Ｂ）および
図５（Ｃ）に示したように、その下流端３０ｃの溝幅Ｂ２は、上流端３０ｂの溝幅Ｂ１よ
りも狭くなっている。
　また、その下流端３０ｃの溝深さＨ２も、上流端３０ｂの溝深さＨ１よりも浅くなって
いる。すなわち、流体流路３０Ａの全体は、その上流端３０ｂから下流端３０ｃに向かっ
て断面積が連続的に小さくなるように形成されている。
【００６６】
　このように、流体流路３０Ａが、その上流端３０ｂから下流端３０ｃに向かって断面積
が連続的に小さくなるように形成されていれば、冷媒が流体流路３０Ａを通過する際に、
その冷媒中に含まれる気泡が徐々に狭くなる流路の中で圧縮されていき、微細化される。
　すなわち、図６に概念的に示したように、流体流路３０Ａに流入した冷媒中に含まれて
いる大きな気泡３３ｂは、流体流路３０Ａを通過する際に、気泡が徐々に圧縮されて微細
化し、小さい気泡３３ｃとなって下流端３０ｃから流出することとなる。
【００６７】
　したがって、このような断面積が連続的に小さくなる流体流路３０Ａが形成されていれ
ば、冷媒中に含まれる気泡が微細化されることで、冷媒通過音を低減することができる。
【００６８】
　また、上述したように、弁本体２０の先端部には流体案内突部２２が形成されている。
この流体案内突部２２は、図５に示したように、流体案内突部２２の外周面２２ａが、流
体流路３０Ａの上流端３０ｂにおける流体流路３０Ａの断面の中心３２ｂと、下流端３０
ｃにおける流体流路３０Ａの断面の中心３２ｃとを通過する直線状のライン３４と交差す
る位置に形成されている。
【００６９】
　これにより、流体流路３０Ａを通過した冷媒は、図５（Ａ）の矢印３２で示したように
、流体案内突部２２の外周面２２ａに沿って案内され、流路方向を下向きに変えて、流体
案内突部２２と弁座部材１０との間に形成される隙間ｄを通過して、第２の入出口ポート
４へと流出する。
　この際、図５（Ａ）に示したように、流体案内突部２２の外周面２２ａにＲ部２１ａが
形成され、このＲ部２１ａが弁本体２０の外周面２０ａと接続するように形成されていれ
ば、流体流路３０Ａを通過した冷媒の流路方向をスムーズに下向きに変えることができる
ため、好ましい。
【００７０】
　このように、流体流路３０Ａを通過した冷媒流の流路方向を下向きに変える流体案内突
部２２が、複数の流体流路３０Ａの下流に各々形成されていれば、流体流路３０Ａを通過
した冷媒流同士が直接衝突するのを防ぐことができ、これにより冷媒通過音を低減するこ
とができる。
【００７１】
　なお、冷媒通過音を効果的に低減するためには、上述したように、流体案内突部２２が
鉛直方向に突設しているのが好ましい。
　流体案内突部２２が、このように突設されていれば、流体流路３０Ａを通過した冷媒流
の流路方向を略下向きに変えることができ、弁本体２１０の外周面２１０ａが約３０°傾
いて形成されている従来の絞り弁装置２００に対して、その冷媒通過音を大きく低減する
ことができる。
【００７２】
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　以上のとおり、本発明の絞り弁装置１によれば、冷媒が流体流路３０Ａを通過する際に
、冷媒中に含まれる気泡が微細化されるため、流体通過音を低減することができるように
なっている。また、流体案内突部２２によって冷媒流同士が直接衝突するのを防いでいる
ため、流体通過音を低減することができるようになっている。
【００７３】
　また、本発明の絞り弁装置１は、従来のフィルター式の絞り弁装置２００のように、多
孔質部材などを用いる必要がないため、構造が簡素で、低コストで製造可能な絞り弁装置
とすることができる。
【００７４】
　なお、上述した流体流路３０Ａは、流体流路３０Ａの全体が、上流端３０ｂから下流端
３０ｃに向かって断面積が連続的に小さくなるように形成されている。
　このように構成されていれば、限られた流体流路３０Ａの長さの中で、冷媒中に含まれ
る気泡をスムーズに微細化することができるため好ましいが、本発明の絞り弁装置１はこ
れに限定されない、すなわち、少なくとも流体流路３０Ａの一部が、その上流から下流に
向かって断面積が連続的に小さくなるように形成されていればよい。
【００７５】
　例えば、図７（Ａ）に示したように、流体流路３０Ａの上流端３０ｂ側に、その上流か
ら下流に向かって断面積が連続的に小さくなる断面縮小部３４Ａが形成され、この断面縮
小部３４Ａよりも下流側は、均一な断面積に形成されていてもよい。
　また、図示しないが、このような断面縮小部３４Ａが、流体流路３０Ａの下流端３０ｃ
側に形成されていてもよい。また、図示しないが、このような断面縮小部３４Ａが、流体
流路３０Ａの中間部に形成され、その上流端３０ｂ側、およびその下流端３０ｂ側は均一
な断面積に形成されていてもよい。
【００７６】
　また、図７（Ｂ）に示したように、流体流路３０Ａの上流端３０ｂ側に断面縮小部３４
Ａが形成され、この断面縮小部３４Ａよりも下流側は、その上流から下流に向かって断面
積が連続的に大きくなる断面拡大部３４Ｂが形成されていてもよい。
　このような断面拡大部３４Ｂが形成されていれば、流体流路３０Ａを通過した冷媒が、
第２の入出口ポート４に流出する際に生ずる冷媒の圧力変化を緩やかにすることができ、
冷媒通過音も小さくすることができる。
【００７７】
　なお、本発明の流体案内部を構成する流体案内突部２２は、図８に示したように、弁本
体２０の下端の外周面２０ａと、流体案内突部２２の外周面２２ａとのなす角度αと、弁
本体２０の下端の外周面２０ａと、弁座部材１０の内周面１０ｂとのなす角度βとした時
に、
　０＜α≦βとの関係を満たすように形成されているのが望ましい。
【００７８】
　このように構成することによって、流体流路３０Ａを通過した流体が、流体案内部であ
る流体案内突部２２によって流体同士が直接衝突しないように案内され、流体同士の衝突
による流体通過音（異音、騒音）をより効果的に低減することができる。
【００７９】
　なお、この場合、図示しないが、流体案内突部２２は、流体流路３０Ａの位置に対応し
て各々設けられていても良く、また、弁本体２０の先端部の外周全周に形成しても良い。
【００８０】
　図９は、本発明の別の実施例の絞り弁装置１の部分拡大断面図である。
　この実施例の絞り弁装置１は、図２に示した絞り弁装置１と基本的には同様な構成であ
り、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
【００８１】
　この実施例の絞り弁装置１では、本発明の流体案内部が、弁本体２０の先端部（下部）
に形成した流体案内溝部３６から構成されている。
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　この場合、流体案内溝部３６は、水平部３６ａと鉛直部３６ｂとから構成されている。
【００８２】
　なお、本発明の流体案内部を構成する流体案内溝部３６は、図９に示したように、弁本
体２０の下端の外周面２０ａと、流体案内溝部３６の外周面である鉛直部３６ｂとのなす
角度αと、弁本体２０の下端の外周面２０ａと、弁座部材１０の内周面１０ｂとのなす角
度βとした時に、
　０＜α≦βとの関係を満たすように形成されているのが望ましい。
【００８３】
　このように構成することによって、流体流路３０Ａを通過した流体が、流体案内部であ
る流体案内溝部３６によって流体同士が直接衝突しないように案内され、流体同士の衝突
による流体通過音（異音、騒音）をより効果的に低減することができる。
【００８４】
　なお、この場合、図示しないが、流体案内溝部３６は、流体流路３０Ａの位置に対応し
て各々設けられていても良く、また、弁本体２０の先端部の外周全周に形成しても良い。
　さらに、図１０に示したように、Ｒ部３６ｃを有するように形成することも可能である
。
【００８５】
　また、流体案内溝部３６を形成する位置としては、図９に示したように、弁本体２０の
下端の外周面２０ａが、弁座部材１０の弁シート部１０ａの上端と当接する位置２０ｂと
、弁本体２０の下端の外周面２０ａの下端２０ｃとの間に形成すれば良い。
【００８６】
　図１１は、本発明の別の実施例の絞り弁装置１の部分拡大断面図である。
　この実施例の絞り弁装置１は、図２に示した絞り弁装置１と基本的には同様な構成であ
り、同一の構成部材には、同一の参照番号を付して、その詳細な説明を省略する。
【００８７】
　この実施例の絞り弁装置１では、バネ受け部材３８の下端が下方に延設されており、こ
れにより、弁開時に、弁本体２０の下端部、すなわち、流体案内突部２２を取り囲む囲繞
部４０が形成されている。
【００８８】
　すなわち、常時開弁状態で通電時閉弁状態となるように構成した絞り弁装置１において
、図２の実施例のように、弁本体２０の下端部、すなわち、流体案内突部２２が、バネ受
け部材３８の下端よりも下方に突設している場合には、第１の入出口ポート２から流入す
る流体に直接曝されることになる。
【００８９】
　このため、弁内部を流れる流体の力により非通電時にも関わらず、弁本体２０が弁座部
材１０に向って引き込まれるおそれがあり、開弁状態を維持することができないことにな
る。
　この実施例の絞り弁装置１では、弁開時に、バネ受け部材３８の下端の下方に延設され
た囲繞部４０によって、弁本体２０の下端部、すなわち、流体案内突部２２が取り囲まれ
る。
【００９０】
　これにより、弁本体２０の下端部、すなわち、流体案内突部２２が、第１の入出口ポー
ト２から流入する流体に直接曝されることがなく、弁本体２０が弁座部材１０に向って引
き込まれるおそれがなく、開弁状態を維持することができる。
【００９１】
　この場合、囲繞部４０の突設距離としては、特に限定されるものではなく、第１の入出
口ポート２の上部内壁２ａよりも下方に延設していれば良く、流体の種類、流速などを第
１の入出口ポート２の流れを阻害しない距離突設するように適宜設計するようにすれば良
い。
【００９２】
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　このように構成することによって、特許文献８の電磁弁３００では、弁座シート部材３
０２の位置を、入口側パイプ３０６の中心軸線Ｏに近づける構造とするために、弁座シー
ト部材３０２の位置設定の自由度がなくなり、また弁体３０８の位置設定の自由度もなく
なるのに対して、本発明の絞り弁装置１では、バネ受け部材３８の下端の下方に延設され
た囲繞部４０を設けるだけで良いので弁座シート部材３０２と弁体３０８の位置設定の自
由度を保ちながら、構造が簡単で、コストも低減することができる。
【００９３】
　以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されない
。本発明の目的を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
　例えば、上述した実施形態では、弁座部材１０の弁シート部１０ａに溝３０を形成し、
この溝３０と弁本体２０の外周面２０ａとによって、流体流路３０Ａを画成している。
　しかしながら、本発明の絞り弁装置１はこれに限定されず、例えば、弁本体２０の外周
面２０ａに溝３０を形成し、この溝３０と弁座部材１０の弁シート部１０ａとによって流
体流路３０Ａを画成するように構成してもよい。
【００９４】
　また、弁座部材１０の弁シート部１０ａと、弁本体２０の外周面２０ａの両方に溝３０
を形成し、これら２つの溝３０が組み合されることで、流体流路３０Ａを画成するように
構成してもよい。
【００９５】
　また、上述した実施形態では、流体案内突部２２は、弁本体２０の先端部に略鉛直方向
に突設して形成されていた。このような構成であれば、流体案内突部２２を弁本体２０と
一体に形成することで、絞り弁装置１をより簡素な構造とすることができるため好ましい
が、本発明の絞り弁装置１はこれに限定されない。
　例えば、流体案内突部２２を弁座部材１０や第２の入出口ポート４の一部分として構成
することや、また、例えば、流体案内突部２２を弁本体２０、弁座部材１０、第２の入出
口ポート４とは別体の部材によって構成することも可能である。
【００９６】
　また、上述した実施形態では、少なくとも流体流路３０Ａの一部が、その上流から下流
に向かって断面積が連続的に小さくなるように形成されているとともに、複数の流体流路
３０Ａの下流には、流体流路３０Ａを通過した冷媒を案内する流体案内突部２２が各々形
成されていた。
　このように、流体流路３０Ａと流体案内突部２２とが両方とも形成されていれば、流体
流路３０Ａによって気泡が微細化される効果と、流体案内突部２２によって冷媒流同士の
衝突が回避されることの効果とが相まって、冷媒通過音をより低減することができるため
、好ましい。
【００９７】
　しかしながら、本発明の絞り弁装置１はこれに限定されず、上述した流体流路３０Ａ、
および流体案内突部２２の内、いずれか一方だけが形成されていてもよい。
　すなわち、例えば、少なくとも流体流路３０Ａの一部は、その上流から下流に向かって
断面積が連続的に小さくなるように形成されているが、流体案内突部２２は形成されてい
ない絞り弁装置１であってもよい。
　また、例えば、複数の流体流路３０Ａの下流には流体案内突部２２が各々形成されてい
るが、流体流路は従来のように均一な断面積に形成されている絞り弁装置１であってもよ
いものである。
【００９８】
　また、上述した実施形態では、本発明の絞り弁装置１が、除湿機能を備える空気調和機
５０に適用された場合を例にして説明した。
　しかしながら、本発明の絞り弁装置１の用途はこれに限定されず、弁閉状態において膨
張弁として作用する絞り弁装置として、広く他の用途にも適用可能である。また、流体も
冷媒には限定されず、例えば、水などであってもよいものである。
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【実施例】
【００９９】
　以下に、本発明の絞り弁装置１の静音性を評価するために実施した比較試験結果を説明
する。
　なお、以下の説明において特に断りのない場合は、後述する実施例１～３、比較例、お
よび参考例ともに、同じ条件で試験を行っているものとする。
【０１００】
＜実施例１＞
　実施例１では、図２～図５に示した絞り弁装置１を用いて試験を行った。
　すなわち、この実施例１で用いた絞り弁装置１は、上述したように、流体流路３０Ａの
全体が、上流端３０ｂから下流端３０ｃに向かって断面積が連続的に小さくなるように形
成されているとともに、弁本体２０の先端部には、流体案内突部２２がその外周から鉛直
方向に突設して形成されている。
【０１０１】
　試験では、弁閉状態にある絞り弁装置１に対して、所定の圧力の冷媒を第１の入出口ポ
ート２から弁室８Ａに流入させ、この冷媒が流体流路３０Ａを通過して第２の入出口ポー
ト４へ流出する際に発生する騒音を、絞り弁装置１から所定の距離だけ離れた位置で測定
した。
【０１０２】
＜実施例２＞
　実施例２で用いた絞り弁装置１は、上述した実施例１の絞り弁装置１に対して、流体流
路３０Ａの一部または全体に断面縮小部３４Ａが形成されていない点だけが異なっている
。
　すなわち、この実施例２で用いた絞り弁装置１は、上述した実施例１の絞り弁装置１と
同様に、弁本体２０の先端部に流体案内突部２２が形成されているが、その流体流路は、
図１３および図１４に示した従来の溝方式の絞り弁装置２００における流体流路２３０Ａ
と同様に、流体流路の全体にわたって同じ断面形状に形成されている。
【０１０３】
＜実施例３＞
　実施例３で用いた絞り弁装置１は、上述した実施例１の絞り弁装置１に対して、流体流
路３０Ａの下流に流体案内突部２２が形成されていない点だけが異なっている。
　すなわち、この実施例３で用いた絞り弁装置１は、上述した実施例１の絞り弁装置１と
同様に、流体流路３０Ａの全体が、上流端３０ｂから下流端３０ｃに向かって断面積が連
続的に小さくなるように形成されているが、その弁本体は、図１３および図１４に示した
従来の溝方式の絞り弁装置２００の弁本体２２０と同じ形状に形成されている。
【０１０４】
＜比較例＞
　比較例では、図１３および図１４に示した従来の溝方式の絞り弁装置２００を用いて試
験を行った。
　すなわち、この比較例で用いた絞り弁装置２００は、上述したように、流体流路２３０
Ａの全体が、上流端２３０ｂから下流端２３０ｃに至るまで同じ断面形状に形成されてい
るとともに、流体流路２３０Ａの下流には流体案内突部が形成されておらず、図１４に示
したように、弁閉状態において、弁本体２２０の先端部は、矢印２３２の延長線と交差し
ない位置にある。
　また、その他の条件については、上述した実施例１と同じである。
【０１０５】
＜参考例＞
　参考例では、図１２に示した従来のフィルター方式の絞り弁装置１００を用いて試験を
行った。
　この参考例で用いた絞り弁装置１００は、上述したように、弁座部材１１０の弁シート
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部１１０ａと弁本体１２０の外周面１２０ａとの間に流体流路は形成されておらず、フィ
ルター１２１、および多孔体１２３を介して、弁本体１２０の内部に形成されている流体
流路１３０を冷媒が通過するようになっている。
　なお、使用しているフィルター１２１、および多孔体１２３、１２５は、溝方式の絞り
弁装置用のフィルターおよび多孔体として、標準的なものを使用している。
【０１０６】
＜試験結果＞
　上述した実施例１～３、比較例、および参考例の試験結果を表１に示す。
【０１０７】
【表１】

　表１からも明らかなように、実施例１～３ともに、比較例の騒音値を下回っている。ま
た、実施例１の絞り弁装置１にあっては、参考例である従来のフィルター式の絞り弁装置
１００とほぼ同程度の騒音値となっている。
【０１０８】
　以上の比較試験結果より、本発明の絞り弁装置１が騒音性に優れていることが確認され
た。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明は、絞り弁装置に適用でき、より詳細には、除湿機能を備える空気調和機に用い
られて好適な絞り弁装置に適用することができる。
【符号の説明】
【０１１０】
１　　　　絞り弁装置
２　　　　第１の入出口ポート
２ａ　　　上部内壁
４　　　　第２の入出口ポート
６　　　　ハウジング
８Ａ　　　弁室
１０　　　弁座部材
１０ａ　　弁シート部
１２　　　弁ポート
２０　　　弁本体
２０ａ　　外周面
２０ｂ　　弁シート部の上端と当接する位置
２０ｃ　　外周面の下端
２１ａ　　Ｒ部
２２　　　流体案内突部
２２ａ　　外周面
３０　　　溝
３０Ａ　　流体流路
３３ｂ　　大きな気泡
３３ｃ　　小さな気泡
３４Ａ　　断面縮小部
３４Ｂ　　断面拡大部
３６　　　流体案内溝部
３６ａ　　水平部
３６ｂ　　鉛直部
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３６ｃ　　Ｒ部
３８　　　バネ受け部材
４０　　　囲繞部
５０　　　空気調和機
５２　　　圧縮機
５４　　　室外熱交換器
５６　　　膨張弁
５８Ａ　　第１の室内熱交換器
５８Ｂ　　第２の室内熱交換器
６０　　　四方弁
１００　　フィルター式の絞り弁装置
１０２　　第１の入出口ポート
１０４　　第２の入出口ポート
１０６　　ハウジング
１０８Ａ　弁室
１１０　　弁座部材
１１０ａ　弁シート部
１１２　　弁ポート
１２０　　弁本体
１２０ａ　外周面
１２１　　フィルター
１２３、１２５　　多孔体
１３０　　流体流路
１３２　　連絡路
２００　　溝方式の絞り弁装置
２０２　　第１の入出口ポート
２０４　　第２の入出口ポート
２０６　　ハウジング
２０８Ａ　弁室
２１０　　弁座部材
２１０ａ　弁シート部
２１２　　弁ポート
２２０　　弁本体
２２０ａ　外周面
２３０　　溝
２３０Ａ　流体流路
３００　　　電磁弁
３０２　　　弁座シート部材
３０４　　　弁座部材
３０６　　入口側パイプ
３０８　　　弁体
Ｏ　　　　中心軸線
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              特開２００４－００３７９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０５１５１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１８３９５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３２７５５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第４８１２１９９（ＪＰ，Ｂ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ１６Ｋ　３９／００－５１／０２，
              Ｆ１６Ｋ　１／００－１／５４，
              Ｆ１６Ｋ　１５／００－１５／２０，
              Ｆ１６Ｋ　３１／００－３１／０５，
              Ｆ１６Ｋ　３１／０６－３１／１１，
              Ｆ２５Ｂ　４１／０６
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